令和７年度東京都病児保育推進事業
ベビーシッターを利用した病児保育に係る検証事業のご案内

品川区では、急な発熱等に際し、保護者の勤務等により家庭で保育を行うことが困難である未就学児（生後６か月未満児を除く）について、ベビーシッターの利用料を補助します。
※本事業は、東京都の検証事業として実施しています。ご利用にあたっては、利用者アンケートへのご協力をよろしくお願いいたします。１．対象児童（①と②両方を満たす児童）


①未就学児（生後６か月未満児を除く）で、児童および保護者が品川区に住民票があり、実際に居住していること
②障害児、ひとり親家庭の児童または多胎児のいずれかに該当する児童
※障害児の確認は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉保健手帳、愛の手帳または療育等への通所受給者証のいずれかの提出により確認します。
※ひとり親家庭の児童はひとり親家庭等医療費助成、児童扶養手当または児童育成手当いずれかの受給者証をお持ちの場合はその写し、所得制限等で受給していない方は申請者が記載されている戸籍謄本（申請時点で発行から3カ月以内のもの）の提出により確認します。２．利用時間


月曜日から金曜日までの午前８時から午後８時まで
（利用申込は当日利用の場合、午前９時まで、翌日利用の場合、午後８時までとなります）３．利用上限（令和８年３月３１日までの間）


・０～２歳児：５６時間（障害児、ひとり親家庭の児童は１１２時間）
・３～５歳児：２８時間　（障害児、ひとり親家庭の児童は５６時間）４．利用者負担額

	
	１時間当たり
	１日の上限額

	通常の場合、代行受診の場合（１名体制）
	400円
	2,000円

	障害児等の受入れの場合（２名体制）
	400円
	2,000円

	代行受診の場合（２名体制）
	700円
	3,000円




ご利用いただくためのお手続きについては、裏面をご確認ください。


ベビーシッターを利用した病児保育に係る検証事業　申請の流れ

　　　　　・・・ご利用者様に行っていただく内容
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AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]（１）「対象者確認申請」を行います（電子申請or持参or郵送）【利用者⇒区】


ご申請から４～７日ほどで「対象者確認書」を
ご自宅へ郵送します。


（２）「対象者確認書」を受領【区⇒利用者】



（３）「対象者確認書」を提示し、指定事業者と契約締結する【利用者⇔事業者】





（４）事業者から発行された契約書類を用意し、東京都指定の電子申請フォームから「アカウント発行申請」手続きをします。（紙での申請も可能です）【利用者⇒区】
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AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]


（５）全国保育サービス協会より「アカウント通知」が郵送されます【全保サ⇒利用者】


アカウント発行申請から助成券発行まで最長で１０営業日ほどかかります。


（６）助成券を発行し、ベビーシッターを利用します【利用者⇔事業者】

その他


本事業は令和７年度内のみの検証事業です。８年度以降も事業が継続されるかは未定です。また、ご利用時にアンケートがありますので、ご協力をお願いします。
問い合わせ先・申請書提出先
〒140-87115　品川区広町2-1-36
品川区役所　子ども未来部　保育入園調整課　利用助成係
ベビーシッター病児保育検証事業担当
電話：03-5742-6039
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